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○
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
十
条

学
級
の
編
制
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
認
可
申

第
十
条

学
級
の
編
制
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
は
、
認
可
申
請
書
に
、
各
学
年
ご

請
書
又
は
届
出
書
に
、
各
学
年
ご
と
の
各
学
級
別
の
生
徒
の
数
（
数
学
年
の
生
徒

と
の
各
学
級
別
の
生
徒
の
数
（
数
学
年
の
生
徒
を
一
学
級
に
編
制
す
る
場
合
に
あ

を
一
学
級
に
編
制
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
各
学
級
ご
と
の
各
学
年
別
の
生
徒
の

つ
て
は
、
各
学
級
ご
と
の
各
学
年
別
の
生
徒
の
数
と
す
る
。
本
条
中
以
下
同
じ
。

数
と
す
る
。
本
条
中
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な

）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

②

学
級
の
編
制
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
認
可

②

学
級
の
編
制
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
は
、
認
可
申
請
書
に
、
変
更
の

申
請
書
又
は
届
出
書
に
、
変
更
の
事
由
及
び
時
期
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の

事
由
及
び
時
期
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
各
学
年
ご
と
の
各
学
級
別
の
生
徒

各
学
年
ご
と
の
各
学
級
別
の
生
徒
の
数
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば

の
数
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

第
十
三
条

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
の
設
置
に

第
十
三
条

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
の
設
置
に

つ
い
て
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
認
可
申
請
書
又
は
届
出
書
に
、

つ
い
て
の
認
可
の
申
請
は
、
認
可
申
請
書
に
、
第
七
条
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た

第
七
条
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
そ
の
使
用
に
係
る
部
分
の
校
地
校
舎

書
類
及
び
そ
の
使
用
に
係
る
部
分
の
校
地
校
舎
等
の
図
面
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば

等
の
図
面
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。


